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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　書き込み及び読み出し対象のメモリセルのアドレスが、不良メモリセルアドレスと一致
する場合には、書き込み及び読み出し対象のメモリセルをリダンダンシーメモリセルに置
き換えるテスト対象のメモリと、
　前記メモリをテストすることによって検出された前記不良メモリセルアドレスを記憶し
、前記不良メモリセルアドレスを前記メモリに与える不揮発性記憶素子と、
　前記不揮発性記憶素子から、前記不良メモリセルアドレスを読み出す読み出し回路と、
　前記読み出し回路によって読み出された前記不良メモリセルアドレスを保持するアドレ
ス保持回路と、
　前記アドレス保持回路に保持されている不良メモリセルアドレスに基づいて、前記リダ
ンダンシーメモリセルに置き換えられた前記メモリセルのアドレスを選択的に発生するア
ドレス発生回路と、
　前記アドレス発生回路によって発生されたアドレスに基づいて、置き換えが正しく行わ
れるか否かについての再テストを行うことにより、前記リダンダンシーメモリセルを選択
的にテストする制御回路と
　を備えることを特徴とする半導体集積回路。
【請求項２】
　前記メモリは、前記リダンダンシーメモリセルがロウ方向に沿って複数配置されたリダ
ンダンシー領域を有し、
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　前記アドレス発生回路は、ロウアドレスを不良メモリセルロウアドレスに固定した上で
、カラムアドレスを発生させることにより、前記リダンダンシーメモリセルに置き換えら
れた前記メモリセルのアドレスを選択的に発生することを特徴とする請求項１記載の半導
体集積回路。
【請求項３】
　前記メモリは、前記リダンダンシーメモリセルがカラム方向に沿って複数配置されたリ
ダンダンシー領域を有し、
　前記アドレス発生回路は、カラムアドレスを不良メモリセルカラムアドレスに固定した
上で、ロウアドレスを発生させることにより、前記リダンダンシーメモリセルに置き換え
られた前記メモリセルのアドレスを選択的に発生することを特徴とする請求項１記載の半
導体集積回路。
【請求項４】
　書き込み及び読み出し対象のメモリセルのアドレスが、不揮発性記憶素子に記憶されて
いる不良メモリセルアドレスと一致する場合には、書き込み及び読み出し対象のメモリセ
ルをリダンダンシーメモリセルに置き換えるテスト対象のメモリに対して、置き換えが正
しく行われるか否かについての再テストを行う際に、
　前記不揮発性記憶素子から、前記不良メモリセルアドレスを読み出すステップと、
　前記読み出された前記不良メモリセルアドレスを保持するステップと、
　前記保持されている前記不良メモリセルアドレスに基づいて、前記リダンダンシーメモ
リセルに置き換えられた前記メモリセルのアドレスを選択的に発生するステップと、
　前記発生された前記アドレスに基づいて、置き換えが正しく行われるか否かについての
再テストを行うことにより、前記リダンダンシーメモリセルを選択的にテストするステッ
プと
　を備えることを特徴とする半導体集積回路のテスト方法。
【請求項５】
　前記メモリは、前記リダンダンシーメモリセルがロウ方向に沿って複数配置されたリダ
ンダンシー領域を有し、
　前記メモリセルのアドレスを選択的に発生するステップでは、ロウアドレスを不良メモ
リセルロウアドレスに固定した上で、カラムアドレスを発生させることにより、前記リダ
ンダンシーメモリセルに置き換えられた前記メモリセルのアドレスを選択的に発生するこ
とを特徴とする請求項４記載の半導体集積回路のテスト方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体集積回路及びそのテスト方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体メモリ内に存在する不良メモリセルを救済するための種々の方法が開発さ
れている。かかる方法としては、半導体メモリをテストして不良メモリセルを検出し、当
該検出した不良メモリセルをリダンダンシー（冗長）メモリセルに置き換えることにより
、正常な半導体メモリとして機能させる方法がある。
【０００３】
　具体的には、まず全てのメモリセルをテストすることにより、不良メモリセルを検出す
る。次に、この不良メモリセルのアドレスをヒューズなどに記憶することにより、不良メ
モリセルをリダンダンシーメモリセルに置き換える。
【０００４】
　最後に、再び全てのメモリセルをテストすることにより、置き換えが正しく行われるか
否かについての再テストを行う。このように再テストを行う場合にも、全てのメモリセル
をテストするため、テスト時間が長くなるという問題があった。
【０００５】
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　以下、不良メモリセルの救済に関する文献名を記載する。
【特許文献１】特開２００２－９３１９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、テスト時間を短縮することができる半導体集積回路及びそのテスト方法を提
供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様による半導体集積回路は、
　書き込み及び読み出し対象のメモリセルのアドレスが、不良メモリセルアドレスと一致
する場合には、書き込み及び読み出し対象のメモリセルをリダンダンシーメモリセルに置
き換えるテスト対象のメモリと、
　前記メモリをテストすることによって検出された前記不良メモリセルアドレスを記憶し
、前記不良メモリセルアドレスを前記メモリに与える不揮発性記憶素子と、
　前記不揮発性記憶素子から、前記不良メモリセルアドレスを読み出す読み出し回路と、
　前記読み出し回路によって読み出された前記不良メモリセルアドレスを保持するアドレ
ス保持回路と、
　前記アドレス保持回路に保持されている不良メモリセルアドレスに基づいて、前記リダ
ンダンシーメモリセルに置き換えられた前記メモリセルのアドレスを選択的に発生するア
ドレス発生回路と、
　前記アドレス発生回路によって発生されたアドレスに基づいて、置き換えが正しく行わ
れるか否かについての再テストを行うことにより、前記リダンダンシーメモリセルを選択
的にテストする制御回路と
　を備える。
【０００８】
　また本発明の一態様による半導体集積回路のテスト方法は、
　書き込み及び読み出し対象のメモリセルのアドレスが、不揮発性記憶素子に記憶されて
いる不良メモリセルアドレスと一致する場合には、書き込み及び読み出し対象のメモリセ
ルをリダンダンシーメモリセルに置き換えるテスト対象のメモリに対して、置き換えが正
しく行われるか否かについての再テストを行う際に、
　前記不揮発性記憶素子から、前記不良メモリセルアドレスを読み出すステップと、
　前記読み出された前記不良メモリセルアドレスを保持するステップと、
　前記保持されている前記不良メモリセルアドレスに基づいて、前記リダンダンシーメモ
リセルに置き換えられた前記メモリセルのアドレスを選択的に発生するステップと、
　前記発生された前記アドレスに基づいて、置き換えが正しく行われるか否かについての
再テストを行うことにより、前記リダンダンシーメモリセルを選択的にテストするステッ
プと
　を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の半導体集積回路及びそのテスト方法によれば、テスト時間を短縮することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１１】
（１）第１の実施の形態
　図１に、本発明の第１の実施の形態による半導体集積回路１０の構成を示し、図２に、
本実施の形態によるテスト処理手順ＲＴ１０を示す。この半導体集積回路１０は、例えば
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ＳＲＡＭなどからなるテスト対象としてのメモリ２０と、不揮発性記憶素子としてのヒュ
ーズ３０と、ＢＩＳＴ（ビルトインセルフテスト）回路４０とを有する。
【００１２】
　ＢＩＳＴ回路４０は、ヒューズ読み出し回路５０と、ロウアドレス保持回路６０と、書
き込み又は読み出し対象のメモリセルのアドレスを発生するアドレス発生回路７０と、当
該ヒューズ読み出し回路５０、ロウアドレス保持回路６０及びアドレス発生回路７０の動
作を制御する制御回路８０とを有する。なお、一般的なＢＩＳＴ回路と同様に構成するこ
とができる期待値発生回路及び比較回路などは、省略されている。
【００１３】
　図２において、ＢＩＳＴ回路４０の制御回路８０は、半導体集積回路１０が図示しない
半導体試験装置（テスタ）に接続され、テスト処理手順ＲＴ１０に入ると、ステップＳＰ
１０において、アドレス発生回路７０の動作を制御することにより、書き込み及び読み出
し対象のメモリセルのアドレスを発生させこれをメモリ２０に与えさせると共に、書き込
み及び読み出しのための制御信号をメモリ２０に与える。
【００１４】
　これにより制御回路８０は、メモリ２０を形成する全てのメモリセルに対して１メモリ
セルずつ書き込み及び読み出しを順次行うことにより、不良メモリセルを検出する。
【００１５】
　ステップＳＰ２０において、ＢＩＳＴ回路４０の制御回路８０は、検出された不良メモ
リセルのロウアドレス（以下、これを不良メモリセルロウアドレスと呼ぶ）を図示しない
テスタを介してヒューズ３０に記憶する。ヒューズ３０は、この記憶している不良メモリ
セルロウアドレスをメモリ２０に与える。
【００１６】
　メモリ２０は、いわゆるリダンダンシー機能を有し、例えばＢＩＳＴ回路４０のアドレ
ス発生回路７０から与えられたロウアドレスが、ヒューズ３０から与えられた不良メモリ
セルロウアドレスと一致する場合には、リダンダンシーメモリセルに置き換えた上で書き
込み及び読み出しを行う。
【００１７】
　なお、本実施の形態の場合、メモリ２０は、リダンダンシーメモリセルがロウ方向に沿
って複数配置されたリダンダンシー領域を有し、これによりロウ方向に沿って複数配置さ
れたメモリセル領域を置き換えの単位として採用する。
【００１８】
　ステップＳＰ３０において、ＢＩＳＴ回路４０の制御回路８０は、ヒューズ読み出し回
路５０、ロウアドレス保持回路６０及びアドレス発生回路７０の動作を制御することによ
り、置き換えが正しく行われるか否かについての再テストを行う。
【００１９】
　具体的には、まずヒューズ読み出し回路５０は、ヒューズ３０から不良メモリセルロウ
アドレスを読み出し、これをロウアドレス保持回路６０に記憶する。なお、ロウアドレス
保持回路６０は、不良メモリセルロウアドレスが複数検出された場合には、これら複数の
不良メモリセルロウアドレスを全て保持する。
【００２０】
　ロウアドレス保持回路６０は、この保持している不良メモリセルロウアドレスをアドレ
ス発生回路７０に与える。アドレス発生回路７０は、ロウアドレスについては、不良メモ
リセルロウアドレスに固定し、カラムアドレスについては、通常のテスト（ステップＳＰ
１０におけるテスト）と同様にアドレスを発生させることにより、書き込み及び読み出し
対象のメモリセルのアドレスを発生しメモリ２０に与える。このようにアドレス発生回路
７０は、不良メモリセルロウアドレスに複数配置されているメモリセル列のアドレスのみ
を選択的に発生する。
【００２１】
　これと共に、制御回路８０は、書き込み及び読み出しのための制御信号をメモリ２０に
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与える。この場合、メモリ２０は、アドレス発生回路７０から不良メモリセルロウアドレ
スが与えられると、書き込み及び読み出し対象のメモリセル領域を、リダンダンシーメモ
リセル領域に置き換えた上で、書き込み及び読み出しを行う。このように制御回路８０は
、ステップＳＰ１０ではテストが行われていないリダンダンシーメモリセルのみを選択的
にテストした後、ステップＳＰ４０に移って当該処理手順ＲＴ１０を終了する。
【００２２】
　このように本実施の形態によれば、置き換えが正しく行われるか否かについての再テス
トを行う際、全てのメモリセルを再テストする比較例と比較して、再テストに要するテス
ト時間を大幅に短縮することができ、従って全体のテスト時間を短縮することができる。
【００２３】
　例えば、１２８ロウ分のメモリセル列に対して１ロウ分のリダンダンシーメモリセル列
が設けられている場合、比較例による再テストを行うと１２８ロウ分のアドレスを発生さ
せる必要があるのに対して、本実施の形態によれば、１ロウ分のアドレスを発生させるだ
けで良い。これにより、再テストに要するテスト時間を、メモリ２０の構成にもよるが、
最大で、比較例によるテスト時間の１／１２８に短縮することができる。
【００２４】
（２）第２の実施の形態
　図３に、本発明の第２の実施の形態による半導体集積回路１００の構成を示す。なお、
図１に示された要素と同一のものには同一の符号を付して説明を省略する。
【００２５】
　本実施の形態の場合、メモリ１１０は、リダンダンシーメモリセルがカラム方向に沿っ
て複数配置されたリダンダンシー領域を有し、これによりカラム方向に沿って複数配置さ
れたメモリセル領域を置き換えの単位として採用する。
【００２６】
　従って、ＢＩＳＴ回路１２０の制御回路８０は、検出された不良メモリセルのカラムア
ドレス（以下、これを不良メモリセルカラムアドレスと呼ぶ）を図示しないテスタを介し
てヒューズ３０に記憶する。ヒューズ読み出し回路５０は、ヒューズ３０から不良メモリ
セルカラムアドレスを読み出し、これをカラムアドレス保持回路１３０に記憶する。
【００２７】
　カラムアドレス保持回路１３０は、この保持している不良メモリセルカラムアドレスを
アドレス発生回路７０に与える。アドレス発生回路７０は、カラムアドレスについては、
不良メモリセルカラムアドレスに固定し、ロウアドレスについては、通常のテスト（ステ
ップＳＰ１０におけるテスト）と同様にアドレスを発生させることにより、書き込み及び
読み出し対象のメモリセルのアドレスを発生しメモリ１１０に与える。このようにアドレ
ス発生回路７０は、不良メモリセルカラムアドレスに複数配置されているメモリセル列の
アドレスのみを選択的に発生することにより、置き換えが正しく行われるか否かについて
の再テストを行う。
【００２８】
　このように本実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様に、置き換えが正しく行わ
れるか否かについての再テストを行う際、全てのメモリセルを再テストする比較例と比較
して、再テストに要するテスト時間を大幅に短縮することができ、従って全体のテスト時
間を短縮することができる。
【００２９】
　例えば、１２８カラム分のメモリセル列に対して１カラム分のリダンダンシーメモリセ
ル列が設けられている場合、比較例による再テストを行うと１２８カラム分のアドレスを
発生させる必要があるのに対して、本実施の形態によれば、１カラム分のアドレスを発生
させるだけで良い。これにより、再テストに要するテスト時間を、メモリ１１０の構成に
もよるが、最大で、比較例によるテスト時間の１／１２８に短縮することができる。
【００３０】
（３）第３の実施の形態
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　図４に、本発明の第３の実施の形態による半導体集積回路２００の構成を示す。なお、
図１に示された要素と同一のものには同一の符号を付して説明を省略する。
【００３１】
　本実施の形態の場合、メモリ２１０は、リダンダンシーメモリセルがロウ方向に沿って
複数配置された第１のリダンダンシー領域と、リダンダンシーメモリセルがカラム方向に
沿って複数配置された第２のリダンダンシー領域とを有し、これによりロウ方向に沿って
複数配置されたメモリセル領域と、カラム方向に沿って複数配置されたメモリセル領域と
を置き換えの単位として採用する。
【００３２】
　従って、ＢＩＳＴ回路２２０の制御回路８０は、例えば複数の不良メモリセルを検出し
た場合、当該検出された複数の不良メモリセルのうち、一方の不良メモリセルの不良メモ
リセルロウアドレスをヒューズ３０に記憶すると共に、他方の不良メモリセルの不良メモ
リセルカラムアドレスをヒューズ３０に記憶する。
【００３３】
　ヒューズ読み出し回路５０は、ヒューズ３０から不良メモリセルロウアドレスを読み出
し、これをロウアドレス保持回路６０に記憶すると共に、ヒューズ３０から不良メモリセ
ルカラムアドレスを読み出し、これをカラムアドレス保持回路２３０に記憶する。
【００３４】
　ロウアドレス保持回路６０は、この保持している不良メモリセルロウアドレスをアドレ
ス発生回路７０に与える。アドレス発生回路７０は、ロウアドレスについては、不良メモ
リセルロウアドレスに固定し、カラムアドレスについては、通常のテスト（ステップＳＰ
１０におけるテスト）と同様にアドレスを発生させることにより、書き込み及び読み出し
対象のメモリセルのアドレスを発生しメモリ２１０に与える。
【００３５】
　その後、カラムアドレス保持回路２３０は、この保持している不良メモリセルカラムア
ドレスをアドレス発生回路７０に与える。アドレス発生回路７０は、カラムアドレスにつ
いては、不良メモリセルカラムアドレスに固定し、ロウアドレスについては、通常のテス
ト（ステップＳＰ１０におけるテスト）と同様にアドレスを発生させることにより、書き
込み及び読み出し対象のメモリセルのアドレスを発生しメモリ２１０に与える。
【００３６】
　このようにアドレス発生回路７０は、不良メモリセルロウアドレスに複数配置されてい
るメモリセル列と、不良メモリセルカラムアドレスに複数配置されているメモリセル列と
のアドレスのみを選択的に発生することにより、置き換えが正しく行われるか否かについ
ての再テストを行う。
【００３７】
　このように本実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様に、置き換えが正しく行わ
れるか否かについての再テストを行う際、全てのメモリセルを再テストする比較例と比較
して、再テストに要するテスト時間を大幅に短縮することができ、従って全体のテスト時
間を短縮することができる。
【００３８】
　例えば、１２８ロウ分のメモリセル列に対して１ロウ分のリダンダンシーメモリセル列
が設けられ、かつ１２８カラム分のメモリセル列に対して１カラム分のリダンダンシーメ
モリセル列が設けられている場合、比較例による再テストを行うと１２８ロウ及び１２８
カラム分のアドレスを発生させる必要があるのに対して、本実施の形態によれば、１ロウ
及び１カラム分のアドレスを発生させるだけで良い。これにより、再テストに要するテス
ト時間を、比較例によるテスト時間の１／６４（＝１／１２８＋１／１２８）に短縮する
ことができる。
【００３９】
　なお、上述の実施の形態は一例であって、本発明を限定するものではない。例えばテス
ト対象のメモリとして、ＳＲＡＭに限らず、ＤＲＡＭなどを使用することも可能である。
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【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の第１の実施の形態による半導体集積回路の構成を示すブロック図である
。
【図２】テスト処理手順を示すフローチャートである。
【図３】本発明の第２の実施の形態による半導体集積回路の構成を示すブロック図である
。
【図４】本発明の第３の実施の形態による半導体集積回路の構成を示すブロック図である
。
【符号の説明】
【００４１】
１０、１００、２００　半導体集積回路
２０、１１０、２１０　メモリ
３０　ヒューズ
４０、１２０、２２０　ＢＩＳＴ回路
５０　ヒューズ読み出し回路
６０　ロウアドレス保持回路
７０　アドレス発生回路
８０　制御回路
１３０、２３０　カラムアドレス保持回路

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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